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「東京における今後の景観施策のあり方について」 

に係る答申について 

 

 平成１７年１月２４日付１６都市建市第４２９号により、貴職か

ら諮問のありました、「東京における今後の景観施策のあり方につい

て」別紙のとおり、答申します。 

 



はじめに  

 

東京都景観審議会は、平成 17 年 1 月に、知事から「東京における今後の景

観施策のあり方について」の諮問を受けました。 

都の景観施策については、平成６年に「東京都都市景観マスタープラン」が

策定され、また、平成 9 年には国の法整備に先立ち「東京都景観条例」が制定

されています。これらに基づき、都では東京を特徴づける地形や自然、風格や

活力ある街並みを生かしたまちづくりが行われてきました。 

この間、経済社会の成熟化が進む中で、景観に対する都民の意識の高まりや、

都心の機能更新に伴う街並みの変容など、東京の景観を取り巻く状況が大きく

変わってきています。これまでの施策が都市づくりの動向等にそぐわない面も

現れており、このような変化に適切に対応し、都市計画、建築行政はもとより、

公共事業や観光施策等とも連携し、新たな景観施策のあり方を検討することが

求められています。 

景観には、住宅地など都民に身近な街並みの景観や、河川や丘陵地など広域

にわたる景観、東京や日本を代表する拠点的な景観など、いわば「小景観」か

ら「大景観」といった様々なレベルがあります。 

この答申では、河川や丘陵地など一つの区市町村の区域では捉えられない広

域にわたる景観や、日本を代表する景観など、「大景観」に焦点を当て提言して

います。 

一方、「小景観」については、区市町村による取組が効果的であり、都は、そ

の取組を支援することを基本として検討しています。 

この答申の提言が着実に実行され、都市全体に景観に対する配慮が感じられ

る美しい東京が実現されることを期待します。 
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第１章 景観づくりの目標 

 

今後の景観施策の方向性については、東京における長期的な都市づくりのビジョン

に即して検討する必要があります。また、都市計画のマスタープランとなる「都市計

画区域の整備、開発及び保全の方針」で明らかにした地域像を実現できるよう、具体

的な取組を示すことが重要です。 

 

１ 東京の新しい都市づくりビジョン（注１） 

都は、平成 13 年 10 月に「東京の新しい都市づくりビジョン（以下「都市づくり

ビジョン」という。）」を策定し、50 年先の東京のあるべき姿を示した上で、東京が

目指す都市づくりの目標を「世界をリードする魅力とにぎわいのある国際都市東京の

創造」と定めています。この目標のもとに、今後の都市づくりが実現すべき主要な政

策課題が示されています。そのうち、景観形成に係るものは、以下のとおりです。 

 

今後の都市づくりが実現すべき主要な政策課題 

● 都心などの機能更新を進め、文化、商業、交流などの多様な機能と美しい景観を

併せ持つ国際的ビジネスセンターを形成する 

● 河川、丘陵などの自然資源、社寺、庭園などの歴史的・文化的資源、公園・緑地、

農地などの環境資源を生かしながら、それをつなぐ新たな緑を創出し、水と緑の

ネットワークが形成された、うるおいと風格のある都市を実現する 

● 都心の歴史的建造物や臨海部の水辺環境などの景観資源を活用し、地域の個性を

発揮する特徴ある街並みの形成された、魅力的で質の高い都市空間を創出する 

 

 

２ 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（注２） 

都市づくりビジョンを受けて、都は、平成 16 年 4 月に法定の都市計画マスタープ

ランとなる「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」を策定しました。この中で、

「都市景観の形成に関する方針」を明らかにしています。 

 

都は、都市づくりビジョンや都市計画マスタープランで示された、都市づくりの目

標を実現していくために、今後どのように景観行政を進めていくべきかを具体的に示

していく必要があります。 

 

                                                         
（注１）東京の新しい都市づくりビジョン：「http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kanko/mnk/index.html」参照。 
（注２）都市計画区域の整備、開発及び保全の方針：

「http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/master_plan/master01.htm」参照。 
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３ 東京都都市景観マスタープラン（注３） 

東京における景観づくりを総合的、計画的に推進するため、都は、平成 6 年 3 月

に「東京都都市景観マスタープラン（以下「景観マスタープラン」という。）」を策定

しました。 

景観マスタープランでは、施策の対象を「市街地だけでなく、山地、丘陵地、田園

地帯、島しょ等も含めた東京都全域の景観である」としています。 

そして、自然、文化、土地利用等の東京の景観特性をもとにして、以下の「景観形

成の３つの目標」を掲げています。 

 

さらに、東京全体から見て、河川や崖線など景観構造の主要な骨組みとなる１１の

軸状の空間を「景観基本軸」として示しています。 

 景観マスタープランの目標や、景観施策の対象、骨格となる景観基本軸などは、都

や区市町村の景観施策の基本となる考え方となっています。 

 

【景観基本軸設定図】 

 

 

                                                         
（注３）東京都都市景観マスタープラン：「http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/index.html」参照。 

①自然をとりもどす 

②歴史と文化を伝える 

③多様な魅力を発展させる 



 3

第２章 これまでの景観行政の取組と課題 

  

都は、平成９年１２月に「東京都景観条例（注４）（以下「景観条例」という。）」を策

定し、主に 

・届出制度による景観づくり 

・公共事業による景観づくり 

・歴史的建造物の選定と歴史的景観の保全 

 の３つの取組を行ってきました。今後の景観施策の方向性については、これまでの

取組による課題を明らかにし、また、近年の社会経済情勢の変化等を踏まえ、検討し

ていく必要があります。 

 

１ 景観条例に基づく取組と課題 

 

（１）届出制度による景観づくり 

都は、先に示した１１の景観基本軸のうち、６か所について、「具体的な区域」や

「景観づくり基準」を順次定めてきました。これらの区域において、一定規模以上の

建築行為等を対象に計画段階で届出を義務づけ、その地域にふさわしい景観誘導を図

っています。 

また、景観基本軸以外の地域についても「一般地域」として別途「景観づくり基準」

を作成し、大規模な建築行為等に対して景観誘導を行っています。 

 

 

                                                         
（注４）東京都景観条例：「http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/index.html」参照。 

【指定済の景観基本軸位置図】 

 

玉川上水景観基本軸
（平成11年12月1日）

神田川景観基本軸
（平成12年7月3日）

隅田川景観基本軸
（平成11年4月22日）

臨海景観基本軸
（平成12年7月3日）国分寺崖線景観基本軸

（平成13年5月1日）

丘陵地景観基本軸
（平成11年12月1日）（　　）内は指定告示日
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建築行為等の届出制度を通じて、丘陵地の緑や河川など自然景観への配慮を求め、

景観誘導に一定の成果をあげてきました。しかし、都心部など市街地については、景

観マスタープランで景観基本軸の設定の考え方が示されたものの、具体的な区域指定

が行われませんでした。今後は、都心部などを対象に新しい開発計画などに合わせた

景観づくりに積極的に取り組んでいく必要があります。 

また、届出制度は、事業者との協議を通じ、柔軟に景観誘導を行うことが可能です

が、景観への配慮基準が定性的・網羅的であり、協議の具体的な成果が見えにくいこ

とが課題となっています。 

さらに、他の法令等（注５）に基づき許認可や届出が必要な開発行為等については、

景観条例による届出を適用除外としています。これらの担当部署と景観条例の担当部

署との調整の仕組みがないため、効果的な景観誘導が図れていない場合も見られます。 

 

（２）公共事業による景観づくり 

都は、平成 11 年に都、国、区市町村及び公共的団体（公社等）が施行する公共事

業を対象とした「公共事業の景観づくり指針（注６）」を策定しました。本指針は、公共

事業の計画、設計、工事などの各段階において、景観上配慮すべき事項を示し、公共

事業者に適合努力を促すことを目的としています。 

国や地方自治体が行う公共事業は、景観条例による届出を適用除外としており、ま

た、指針に基づき公共事業者と景観担当者が調整する仕組みがルール化されていませ

ん。結果として、公共事業における景観への配慮は公共事業者の自主的な判断に委ね

られてきました。 

また、公共事業に合わせ、地域の景観づくりを促す仕組みがないために、公共施設

とその周辺地域が一体となった、統一感のある景観形成を計画的に進めていくことが

困難となっています。 

 

                                                         
（注５）他の法令等：下記については、別途手続きを規定しているため、届出制度の適用除外となっている(景観条例第 23 条)。 

（自然公園法、東京都立自然公園条例、自然環境保全法、東京における自然の保護と回復に関する条例、都市緑地法、 

首都圏近郊緑地保全法、都市計画法（地区計画の区域）、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律、幹

線道路の沿道の整備に関する法律、集落地域整備法、東京都風致地区条例） 
（注６） 公共事業の景観づくり指針：「http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/keikan10.htm」参照。 
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池上本門寺五重塔 

（景観上重要な歴史的建造物等） 

立教大学第１食堂（都選定歴史的建造物）

（３）歴史的建造物の選定と歴史的景観の保全 

東京都景観審議会の答申に基づき、都は、景観上重要と考えられる歴史的な建造物

を選定し、その保存を図ってきました。これまで審議会は保存すべき歴史的建造物と

して 185 件を答申しています。そのうち 74 件の建造物については、所有者の同意

が得られ、選定されています。 

都は、選定した歴史的建造物に対し、外観を保存するための工事費の助成制度など

保存を支援する施策を行ってきました。しかし、都からの保存要請に対して、維持管

理費の増大や増改築に対する制約等を理由に所有者の同意が得られず、審議会の答申

リストに入ったものの、解体されてしまった歴史的建造物もあります。 

また、平成１３年に都選定歴史的建造物や景観上重要な歴史的建造物等（注７）とし

て指定している文化財庭園などの周辺１００ｍの範囲内を対象とする「歴史的景観保

全の指針（注８）」を定め、この範囲内において、建築行為等を予定している事業者に対

して景観への配慮を要請しています。 

 

【都選定歴史的建造物や景観上重要な歴史的建造物等の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【歴史的景観への配慮を要する範囲】 

                                                         
（注７）景観上重要な歴史的建造物等：文化財など歴史的な価値のある建造物や庭園のうち、特に景観上重要なものを景観条例に

基づき指定している。現在は、都内において 29 件が指定されている（都選定歴史的建造物は景観上重要なもののうち文

化財等を除いて選定しているため、別途定めている）。 
（注８）歴史的景観保全の指針：「http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/keikan/rekikei_hozen.pdf」参照。 

       配慮を要する範囲 

 

①都選定歴史的建造物等の壁面から１００ｍの範囲内 

②敷地の境界から１００ｍの範囲内 

（庭園、広い敷地内の建造物など） 

都選定歴史的建造物等

100m 
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このような範囲を対象に、建築物の高さの最高限度が都市計画により定められるな

ど、この制度が区による景観保全施策の先導役となった例もあります。しかし、開発

事業者に対する周知不足や、配慮すべき具体的内容が定められていないことから、制

度に即して歴史的景観に配慮した街並みづくりが進んできたとは言えない状況です。 

 

これら３つの主要な施策は、東京の景観づくりに対して先導的な役割を担ってきま

した。それぞれの施策には一定の成果がみられるものの、施策の目的が必ずしも十分

に達成されてきたとは言えません。今後は、配慮すべき基準の客観化や都市づくりに

係る多様な主体・制度との連携など、施策の内容や進め方を再検討し、景観誘導の実

効性を強化していく必要があります。 
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地域特性を活かした屋外広告物のイメージ 

（柴又帝釈天周辺） 

都心部における国際ビジネスセンターの形成

２ 新たに対応が必要な課題 

 

（１）都市再生と景観づくり 

都市再生の進展に伴い、都心部や臨海部において

大規模な開発が進み、市街地の景観は大きく変わ

りつつあります。 

国際競争力を備えた、魅力ある東京を実現する

ためには、都市再生を推進する中で、良好な景観

を形成していくことが不可欠です。  

こうした動向を踏まえ、都心部の機能更新の機

会を捉えて、美しい都市景観をつくり出していく

ことが重要です。 

 

（２）観光まちづくりとの連携 

多摩、島しょ地域の自然、都心部における歴史的建造物や大名庭園（注９）、新しい都

市づくりが進む臨海部など、東京には、観光資源となりうる景観が数多くあります。

景観の持つ多様な魅力を広く発信し、国内外から多くの観光客を惹きつけることが大

切です。 

こうしたことから今後は、観光まちづくりの視点を踏まえ、地域特性に応じた景観

誘導に取り組む必要があります。 

 

（３）屋外広告物規制との連携 

 屋外広告物は、街並みの重要な構成要素であり、景観に大きな影響を与えます。 

都は、平成１７年３月に屋外広告物条例を改正し、

それまでの都内一律の規制だけでなく、地域ごとの

ルールを屋外広告物の許可基準とできる仕組みを創

設しました。これを活用し、街並みとの調和や地域

特性に応じた屋外広告物を誘導していくことが望ま

れます。 

また、駐車場案内などの公共サインについても、

観光まちづくりの視点や良好な景観形成を図る観点

から、デザインの統一などについて検討していく必

要があります。 

近年、広告技術の進歩や規制緩和の要請を背景に、新たな媒体を使用した屋外広告

物が出てきています。良好な景観形成を図る観点から、その取扱い等について検討を

行う必要があります。 

 

                                                         
（注９） 大名庭園：江戸時代に諸大名の屋敷にあった庭のこと。小石川後楽園や六義園などがある。 
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（４）景観法（注１０）の活用 

 一昨年景観法が制定され、昨年 6 月から全面施行となりました。景観法制定以前に

都などが自主条例として定めた景観条例は、景観の規制・誘導策に法的強制力がない

という課題がありました。景観法は、こうした取組に法的根拠を与えるもので、自治

体は法に基づく条例を制定することにより、建築行為等に対し一定の強制力を持った

施策を行うことができます。 

また、景観法は、一つの行政区域において都道府県か区市町村のどちらか一方のみ

が景観行政団体（注１１）となり、法に基づく施策を実施することとしています。 

このため、都と区市町村は、ともに施策を効果的に行えるよう、景観法の活用につ

いて協議・調整する必要があります。 

 

 

このような新たな課題や、社会経済情勢の変化に的確に対応し、東京全体として良

好な景観形成を進めていくために、都は引き続き広域的な視点に立ち、東京における

景観施策を牽引していくことが重要です。 

都が都市づくりで関与する計画や事業の多くは大規模で、景観に対する影響も広範

囲に及びます。こうした計画等について、都市計画や建築行政の許認可と景観法に基

づく制度を効果的に併用し、望ましい景観を誘導していくべきです。 

また、身近な地域の景観づくりは、区市町村による自主的、主体的な取組を尊重し、

都はこれを支援することが望まれます。特に、区市町村が広域にわたる景観を施策対

象とする場合には、関係自治体相互の取組に整合が図れるよう、都は区市町村に対す

る調整、支援を積極的に行う必要があります。 

                                                         
（注１０） 景観法：都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務

を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機

構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めての景観についての総合的な法律。 

景観法の概要：「http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/townscape/keikan/pdf/keikanhou-gaiyou050901.pdf」参照。 
（注１１） 景観行政団体：景観法では、法に基づく景観行政を一元的に担う行政団体として「景観行政団体」を位置づけている。

政令指定都市・中核市は自動的に、その他の市町村の区域については、都道府県が法施行と同時に景観行政団体となっ

ている。一方で、景観法に基づいた景観行政を行うことを都道府県と協議し、同意を得た市町村については、その市町

村の区域について、都道府県に代わり景観行政団体となることができる。 
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第３章 今後の景観行政における政策課題と施策の方向性 

 

都は、景観マスタープランの理念を継承しつつ、長期的な都市づくりの目標や社会

経済情勢の変化を踏まえ、今までの取組を総括し、都が主体的に取り組むべき課題を

明確にする必要があります。 

このような点から、今後の景観づくりを進めていく上で、重点化すべき事項を４つ

の政策課題として示します。 

 

１ 今後の主要な政策課題 

 

１．市街地の更新に合わせ、都市機能の強化や国際競争力の向上とともに、美しい景

観を備えた都市空間を形成する。 

２．江戸時代以来蓄積されてきた歴史的・文化的資源を保存し、観光の視点も踏まえ

た活用を図り、うるおいとにぎわいのある都市を実現する。 

３．丘陵や崖線の緑地、河川や臨海部の水辺など、東京を特徴づけている自然環境を

尊重・活用し、地域の個性や多様な魅力を発揮する。 

４．公共施設の整備に合わせ、都民や事業者、区市町村などによる地域のまちづくり

活動を促進し、地域特性に配慮した街並みを形成する。 

 

 

これらの政策課題に沿って施策を再構築し、どのように景観形成を図っていくか、

都は具体的な道筋を示す必要があります。 
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２ 今後の施策の方向性 

ここでは、今後の主要な政策課題を踏まえ、具体的に取り組むべき４つの施策分野

を提言し、それぞれについて取り組むべき施策の方向性を示します。 

（◎の項目については、施策の具体的な取組を例示しています。） 

 

（１）美しさと風格を備えた都市空間の形成 

● 提 言  

 

 

◎（首都東京を代表する建造物の眺望の保全） 

国会議事堂や神宮外苑絵画館など、我が国の近代化の過程で、首都東京の象徴性を

意図してつくられた建造物は、その周辺を含め、今日でも風格ある景観を形成してい

ます。このような建造物を中心とした眺望が、超高層建築物などにより妨げられるこ

とがないよう、建築活動の自由とのバランスを考慮しつつ、建造物の周辺で計画され

る建築物を適切に誘導することが必要です。         （具体的な取組例１） 

 

◎（総合設計制度などの活用による景観誘導） 

建築基準法に基づく総合設計（注１２）は、敷地内に一定の公開空地を確保することを

条件に建築規制を緩和し、都市づくりに貢献する良好な建築物を誘導する制度です。

これにより、歩行者空間の拡大や都市型住宅の供給などが図られてきました。しかし、

容積率緩和等により、地域特性にかかわらず高層建築物の建設が可能となることから、

中には敷地周辺の街並みとの調和に欠ける例も見られます。 

総合設計制度の適用に当たっては、敷地内における公開空地の確保に加え、地域性

を考慮した建築物の高さや色彩、屋外広告物の表示などについて計画段階から事業者

と協議し、景観面からも良好な建築物を誘導していく必要があります。 

 

                                                         
（注１２） 総合設計：一定規模以上の敷地を有し、かつ一定割合以上の空地を確保する有効な市街地環境の改善に資する建築計画

に対し、その容積及び道路等の斜線制限を特定行政庁の許可で緩和することにより、土地の共同化等による有効かつ合

理的な利用の促進と公共的空間の確保を図る制度。 
 

都心部は首都機能を担う東京圏の中心にあり、日本の政治・経済を牽引する高次

の中枢管理機能とともに、居住、商業、文化など多様な機能が集積しています。 

近年、国際的な都市間競争の激化を背景に、民間による老朽オフィスの建て替え

や充実した公共交通網等を生かした大規模な市街地の再開発が進んでいます。 

２１世紀の国際社会の中で、東京がその存在感を発揮していくためには、都心部

における機能更新に合わせて、質の高い多様な機能の集積を図るとともに、都市と

しての美しさと風格を備えることが必要です。 
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また、他の都市開発諸制度（注１３）の運用に当たっても、同様の考え方に基づき、景

観面に配慮しつつ計画を誘導していくことが重要です。     （具体的な取組例２） 

 

○（大規模プロジェクトにおける景観配慮） 

都市機能の更新が進む都心部では、国際ビジネスセンターとしての機能集積ととも

に、歴史や文化の蓄積を生かした緑豊かで風格ある都市景観の形成が重要です。都市

再生の機会を的確に捉えて、美しい都市空間の形成を積極的に誘導していく必要があ

ります。 

大規模な再開発事業などについて、都は、土地を有する地権者や地元自治体、事業

者などと連携し、例えば、水辺に近接する地域では、内陸側から水辺にアクセスでき

る通路や、眺めを楽しめる緑地・広場の整備を誘導するなど都市づくりの目標を踏ま

えた地域像を実現していくことが必要です。 

こうした取組において、景観への配慮事項を明確にするため、景観の専門家など有

識者の助言を参考にできる制度の構築が望まれます。 

 

○（首都高速道路の更新等に合わせた日本橋川の再生） 

これまでの都市づくりは、経済活動の効率性や機能を優先してきました。例えば、

日本橋の上空を覆う高速道路など、歴史や文化に十分な配慮がなされてきたとは必ず

しもいえない状況です。  

現在、日本橋川沿いの大手町では政府機関移転跡地を対象とした都市再生プロジェ

クトが進められています。このようなプロジェクトを適切に誘導し、都市再生や交通

機能を担保しつつ、歴史・文化資産に配慮した水と緑の連続する景観形成を図ってい

く必要があります。また、国や地元自治体、都民などの意向を踏まえつつ、首都高速

道路の更新や河川改修による親水化といった公共事業などにより、長期的視野に立っ

て水辺空間の再生を図っていくことが望まれます。 

                                                         
（注１３） 都市開発諸制度：公開空地の確保など公共的な貢献を行う建築計画に対して、容積率や斜線制限などの建築規制を緩和

することにより、市街地環境の向上に資する都市開発の誘導を図る制度で、再開発等促進区を定める地区計画、特定街

区、高度利用地区及び総合設計がある。 
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（１）ねらい 

国会議事堂や神宮外苑絵画館などとその周辺地域を対象とし、風格と歴史を感じさ

せる首都東京を代表する眺望を保全する。 

 

（２）具体的取組 

・ 眺望の対象となる建造物について、誰もが容易、かつ効果的にその眺望を得られ

る地点と景観への配慮が必要な区域を設定 

・ 建築物などの高さ、色彩、屋外広告物の表示など景観への配慮基準を設定し、都

市計画の策定や建築基準法に基づく許可の考え方に反映 

・ 施策の実施に際しては、規制区域や内容等を客観的に明示し、都民や開発事業者

等に対して十分に周知 

・ 眺望の保全対象としてふさわしい建造物や地域について、都民などの意向を把握

することも検討 

 

【眺望の対象となる建造物の例示】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の具体的な取組例１ 】 

首都東京を代表する建造物の眺望の保全 

 

眺望対象建造物 
計画建築物

（許可対象

建築物等） 

前 景 

1.5m 

眺望地点 

後 景 

（距離に応じ、高さ、色彩、広告等規制） （高さ、色彩等規制） 

高

さ

高

さ

国会議事堂 迎賓館 神宮外苑絵画館 

【眺望保全のイメージ】 
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（１）ねらい 

総合設計など都市開発諸制度の運用において、建築物の高さ、デザイン、屋外広告

物の表示など景観への配慮が必要な事項を事前協議の対象として、周辺市街地と調和

し景観に優れた開発計画を誘導する。 

 

（２）具体的取組 

・ 建築物の色彩、屋外広告物の表示などについて配慮基準を設定し、都市計画の策

定や建築基準法に基づく許可の考え方に反映 

・ 特に総合設計制度については、区市町村における地区計画（注１４）の策定状況など

を踏まえ、都市計画マスタープランにおける位置付け、用途地域・容積率の指定

状況等に応じて建築物の高さの目安となる基準を設定 

・ 良好な景観に資する場合などには、景観の専門家など第三者の意見を参考に、目

安となる高さの基準によらない誘導方法も検討 

・ 施策の実施については、都民や開発事業者等に対して十分に周知 

 

【景観誘導のイメージ】 

 

 

                                                         
（注１４） 地区計画：都市計画法に基づき、地区レベルの視点から、道路、公園等の配置・規模や建築物の用途・形態等について

地区の特性に応じたきめ細やかな規制を行う制度。 

【施策の具体的な取組例２ 】 

総合設計制度などの活用による景観誘導 

【現 行】 

⇒一定の公開空地が確保

されれば許可 

■誘導前 

■誘導後 

水辺の地域 

【今 後】 

⇒許可基準を改正し、 

 地域特性を反映 
・ 建築物の高さ・デザイ

ン・色彩 
・ 空地・緑地の配置 
・ 屋外広告物の表示方法 

など 

●●● 
● 
● 

●●● ●●● 

住宅系の地域 
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（２）歴史・文化の継承と観光資源としての活用 

● 提 言  

  

◎（都市計画制度等を活用した近代洋風建築の保存・復元） 

東京の近代洋風建築は、明治から昭和初期にかけて我が国の近代化の中心を担って

きた都心部に数多く建設されました。このため、都心部の機能更新等に伴い解体され

てしまったものも少なくなくありません。 

今後は、都市計画制度等を柔軟に活用し、大規模な都市整備を進める中で、現存す

る近代洋風建築などの保存をより積極的に図る必要があります。 

また、失われた建造物を復元する取組についても評価し、都市づくりや観光施策に

生かせるよう、民間開発を誘導していくことも重要です。   （具体的な取組例３） 

 

◎（文化財庭園等の周辺の景観誘導） 

東京には、皇居周辺の大規模な緑地や、江戸時代を中心に作庭された、我が国を代

表する大名庭園があります。これらの周辺では、近年、庭園への眺望を売り物とする

高層マンションや業務ビルが増加しています。その中には、建物の色彩や屋上広告物

の表示などが、庭園内からの眺めや皇居周辺の雰囲気とそぐわない例もみられます。 

こうした庭園等の周辺における建築行為等に対し、庭園を鑑賞する上で重要な眺望

地点からの見え方について配慮を求めることが必要です。景観条例や屋外広告物条例

を活用し、庭園内から見てその周辺を含めた景観を将来にわたって保全していくこと

が望まれます。                                            （具体的な取組例４） 

 

○（都選定歴史的建造物の保存支援の強化） 

歴史的な建造物の中には、国の重要文化財のような高い学術的価値を伴わない場合

であっても、永く都民に親しまれ、貴重な景観資源となっているものがあります。都

は、これらの建造物を独自に選定し、保存を図っています。 

公益法人が所有し、教育などの公益目的のために使用する一定の建物や、公共機関

が所有する建物には、固定資産税等の軽減措置が講じられています。しかし、個人や

東京は、江戸開府以来約４００年にわたって発展・成長を続けてきた歴史的背景

を持っています。大名屋敷跡を引き継ぐ大規模公園・緑地や近代化の過程で築かれ

現存する歴史的建造物は、都市の記憶を次世代に伝える重要な手掛かりです。 

しかし、ここ十数年の間、大規模公園等の周辺環境は大きく変わり、近代洋風建

築などが急激に減少するなど、楽観を許さない状況が続いています。 

都は、都民、企業、ＮＰＯ、区市町村など多様な主体と連携し、歴史的・文化的

遺産の保全策を強化するとともに、それらを復元し、観光資源としての活用を図る

など、独自性のある都市文化を創造・発信していくことが重要です。 
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民間企業等の場合には同様の措置がないため、所有者は歴史的建造物の維持管理費等

に大きな負担を感じています。 

現在、都は、選定した歴史的建造物に対し、外観を保存するための工事費の助成制

度など保存を支援する施策を行い、一定の成果をあげています。今後は、こうした取

組のほか、都民共有の歴史的遺産の保存を支援する仕組みとして、税制面も含め幅広

く検討することが望まれます。 

 

【都選定歴史的建造物の所有者の状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○（歴史的な建造物等に関する普及啓発と利活用の促進） 

名建築や歴史的な建造物等が、老朽化に伴う安全性や機能性の低下、敷地を含めた

資産の有効活用の必要性などから取り壊されてしまった例が少なくありません。都

は、都民の保存建造物に対する理解を深めるため、観光施策等と連携を図りながら、

建造物の公開などを通じた普及啓発に努める必要があります。 

また、都自らが所有・管理するものを含め、都が、歴史的な建造物の所有者と事業

などの利活用を希望する人を仲介することも重要です。建造物を有効に活用しながら

保存を図っていく手法の検討が望まれます。

19%

81%

個人・民間企業

（住宅・事務所・店舗等）

固定資産税等軽減措置無し

税の優遇

建築基準法の適用緩和

安全対策への補助

維持費管理費補助

個人・民間企業等の所有者が希望する支援制度

７４件

公益法人・公共機関

（教育施設・宗教施設・公共施設等）

固定資産税等軽減措置有り

都選定歴史的建造物所有者を対象とした意向調査（2005年8月 都市整備局）から

８０％４０％０％

19%

81%

個人・民間企業

（住宅・事務所・店舗等）

固定資産税等軽減措置無し

税の優遇

建築基準法の適用緩和

安全対策への補助

維持費管理費補助

個人・民間企業等の所有者が希望する支援制度

７４件

公益法人・公共機関

（教育施設・宗教施設・公共施設等）

固定資産税等軽減措置有り

都選定歴史的建造物所有者を対象とした意向調査（2005年8月 都市整備局）から

８０％４０％０％
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【利活用のためのコーディネートのイメージ】 

 

都民・事業家・
企業等

活 用

用途転用等
に同意

歴史的な建造物の
所有者

呼びかけ

利活用を
希望

・レストラン

・ギャラリー

・披露宴会場

など

登 録

都

仲介

都民・事業家・
企業等

活 用

用途転用等
に同意

歴史的な建造物の
所有者

呼びかけ

利活用を
希望

・レストラン

・ギャラリー

・披露宴会場

など

登 録

都

仲介
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（１）ねらい 

日本の近代化のシンボルであった近代洋風建築の保存等を図るため、都市計画制度

等との連携による保存手法の拡大を図る。 

 

（２）具体的取組 

① 全体保存とともに部分保存も対象 

・ 都選定歴史的建造物として選定されたもののうち、老朽化等により解体・建て替

えを余儀なくされている建造物について、部分保存を促し支援する考え方を導入 

・ 歴史・景観の専門家など有識者の助言を参考に、保存すべき箇所や方法等につい

て所有者等に提案 

・ 部分保存の評価基準を策定し、都市計画の策定や建築基準法に基づく許可の考え

方に反映 

【都市計画制度等を活用した保存の事例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 保存とともに復元も誘導 

【復元の対象として検討】 

【施策の具体的な取組例３ 】 

都市計画制度等を活用した近代洋風建築の保存・復元 

一丁倫敦と称された赤煉瓦建築物の建ち並ぶ
通りの一角（昭和43年に解体）

・歴史的調査に基づく復元

・観光・文化施設として活用

一丁倫敦と称された赤煉瓦建築物の建ち並ぶ
通りの一角（昭和43年に解体）

・歴史的調査に基づく復元

・観光・文化施設として活用

重要文化財

（全体保存を前提） （部分保存にも適用を拡大）

歴史的建造物

ファサード部分を保存同一敷地内に全体を保存

現 行 今 後

重要文化財

（全体保存を前提） （部分保存にも適用を拡大）

歴史的建造物

ファサード部分を保存同一敷地内に全体を保存

現 行 今 後
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（１）ねらい 

旧浜離宮庭園、清澄庭園などの文化財庭園や新宿御苑などを対象とし、国際的な

観光資源としてふさわしい庭園景観の保全を図り、江戸文化を次世代に継承する。 

 

（２）具体的取組 

・ 庭園を鑑賞する際に、その背景を含めた眺望を保全するため、庭園の周囲におい

て建築行為等を行う際に配慮を求める区域と配慮基準（デザイン、色彩、屋上広

告物の表示など）を設定 

・ 庭園管理者、庭園史の専門家など第三者の意見を参考に、庭園内に鑑賞上重要な

眺望地点を設定 

・ 庭園周辺の配慮を求める区域において、建築行為等を行う場合には、これを届け

出てもらい、眺望地点からの見え方について、配慮基準への適合を要請 

・ いくつかの庭園を対象に、こうした取組をモデル的に実施し、その実績を踏まえ、

配慮基準を都市開発諸制度の運用指針などに反映、将来的には区市に対し同様の

取組を促す 

 

 

 

  

 

【施策の具体的な取組例４ 】 

文化財庭園等の周辺の景観誘導 

【文化財庭園等の例示】 

清澄庭園
（東京都指定名勝）

旧浜離宮庭園 
（特別名勝・特別史跡） 

新宿御苑 

 
 

  

【景観誘導のイメージ】 

重要な眺望地点 

景観上重要な文化財庭園等 

【眺望地点からの見え方に配慮】 

突出した屋根形状・ 
高彩度の色彩の禁止・ 
屋上広告の規制 など 

Ｐ

【平面イメージ】 

庭園景観への配慮を求める区域 
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（３）景観の骨格となる緑や水辺の保全・再生 

● 提 言  

  

◎（水辺空間を意識した景観誘導） 

隅田川や運河沿い、臨海副都心などの水辺は、開放的でダイナミックな眺望が得ら

れる場所であり、魅力的な観光スポットも点在しています。また、水面にかかる様々

な橋は、風格や魅力あるランドマークとして、水辺の景観にアクセントを与えていま

す。 

一方で、臨海部における倉庫や工場などの跡地を中心に大規模な開発が進み、水辺

の街並みは大きく変化しつつあります。 

こうした地域においては、大規模な開発と連動して、親水空間の積極的な整備や、

海上や水際からの眺めに配慮した都市づくりを進めていくことが必要です。 

また、東京港の港口に位置する中央防波堤内外埋立地については、首都の玄関口と

して、船舶・航空機からの視点や倉庫など建築物の色彩に配慮した景観づくりが望ま

れます。                         （具体的な取組例５） 

 

◎（小笠原の地域振興と自然景観の保全） 

小笠原諸島は、ダイナミックな海洋景観と世界的に貴重な自然資源など、世界にと

ってかけがえのない環境が残されている地域です。世界自然遺産登録を見据え、地域

振興や観光まちづくり等と連携しながら、自然景観の保全を中心とした景観施策に取

り組む必要があります。また、集落と自然を保護する区域との調和、海上から見た景

観等を考慮し、景観法に基づく景観計画（注１５）の活用を視野に入れた検討も必要です。 

                                                        （具体的な取組例６） 

                                                         
（注１５） 景観計画：景観行政団体が、良好な景観の形成を図るため、その区域、良好な景観の形成に関する基本的な方針、行為

の制限に関する事項等を定める計画。景観行政団体が、景観行政を進める際に、その基本的な計画となるもの。 

景観法の概要：「http://www.mlit.go.jp/crd/city/plan/townscape/keikan/pdf/keikanhou-gaiyou050901.pdf」参照 

東京は市街地が広範囲に及ぶ一方で、多摩の丘陵地や崖線、区部を流れる大河川や

運河網、東京湾や海に囲まれた島しょなど、豊かな自然地形を抱えています。これら

は都市の輪郭を明瞭にし、東京の多様な景観の土台となっています。 

近年の開発やビルの高層化等は、東京の特徴ある自然地形を見えにくくしていま

す。このため、臨海部や河川などの水辺、大規模公園などの緑地、島しょを対象に新

たな施策を構築し、まちづくりや地域振興に合わせ、自然を生かした魅力や地域を特

徴づける景観を創出していく必要があります。 

また、開発事業者等との協議により、景観への配慮を要請してきた従来の届出制度

について実効性の面から再検討し、景観配慮に優れた開発行為等を誘導していくこと

が重要です。 
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○（水と緑のネットワーク形成） 
都心には皇居や大名屋敷が姿を変えた大規模公園、周辺区には戦前のグリーンベル

ト構想（注１６）の名残を留める大規模緑地があります。一方、多摩郊外から奥多摩にかけ

ては、特徴的な地形や水系と重なるように緑のかたまりが存在しています。 

都は、これらをつなぐ河川・幹線道路等における緑化の推進や、これらの公共施設

周辺の民有地における緑の保全・創出の促進など、地域特性を踏まえた景観づくりを

進め、大きな水と緑のネットワーク形成を図っていく必要があります。 

例えば、広い歩道・緑地帯を設置する多摩の南北道路では、道路整備とともに、周

辺のまちづくりや公園・緑地行政と連携した景観づくり（注１７）が望まれます。 

また、大規模な民間開発で整備される公開空地を緑地の一環と捉え、ネットワーク

の形成に寄与するよう計画的な誘導が必要です。 

 

 

 

 

 

                                                         
（注１６） グリーンベルト構想：昭和 14 年に策定された計画で、東京市域の外周沿いに延長約 72km、巾 1～2km の環状の緑地帯

と、さらにこれより都市部へ楔状に介入する放射状緑地を設定した。武蔵野の趣のある山林・原野・水辺・農地・集落

などの中に、公園・運動場・農園・農林業試験場・動植物園・墓地・遊園地など各種の施設を集中し、あるいは一般農

地や山林などを保存して永久に都市化を防ごうとした。 
（注１７） 周辺のまちづくりや公園・緑地行政と連携した景観づくり：都市施設（道路・公園など）の整備等を契機として、これ

を骨格とし、その周辺の街並みを一体として捉えることにより形成される、みどり豊かな広がりと厚みを持った良好な

都市空間の概念として環境軸がある。【みどりの新戦略ガイドライン（2006.1）】 

歩行者空間の確保 

沿川・護岸の緑化 

自然的な河床の整備 

   など 

  

沿川の緑化 

歩道状・広場状の公開空地の確保

など

河川 

沿川の緑化 

周辺と調和した色彩の使用 

          など 

緑豊かな園路の整備 

水辺に親しめる護岸の整備

など

橋詰広場の整備 

河川整備に合わせ 

景観づくりを誘導 

沿川の緑化 など 

街並み 

開発プロジェクト 

公園

＜ネットワークを形成する公共施設の例示＞ 

・ 河川と連携した整備を行っていく和田堀公園、東伏見公園など 

・ 自然豊かな丘陵地を保全・整備する小山田緑地、野山北・六道山公園など 

・ 地域と連携し、水辺とふれあえる空間の確保や親水性の向上を図っていく隅田川など 

・ 沿川のまちづくりと連携し、歩行空間や親水拠点、緑の保全・回復を進める神田川など

・ 広幅員の道路整備とともに緑豊かな環境施設帯を整備する調布・保谷線など 

神田川再生構想より 

学校などの公共施設 

【ネットワーク形成イメージ（神田川水系）】
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○（景観基本軸に基づく景観誘導の強化） 

景観基本軸内で届出が必要とされる計画であっても、風致地区、自然保護、地区計

画など景観に関連する他の条例により許可や届出が義務づけられる場合には、景観条

例に基づく届出を除外してきました。しかし、他の制度に計画内容の審査を委ねる場

合においても、景観基本軸の景観づくりの考え方が適切に反映され、良好な景観を誘

導していくことが重要です。 

このため、他の制度を所管する部署においても、事業者と景観に関する協議が効果

的に行えるよう、都は、これまでの定性的・網羅的な景観への配慮基準を地域特性に

応じて客観化・重点化していくことが必要です。 

また、事業者との協議を通じて、景観配慮に優れた建築計画等が広く普及するよう、

都はその方策について検討していくことが望まれます。 

 

【景観誘導のイメージ（玉川上水景観基本軸の例）】 

玉川上水周辺の現況

建物のセットバックによ
り、圧迫感の軽減、ゆとり
あるまち並みの形成

壁面の分節による圧迫感の軽減

屋上・テラス等を花木等で緑化

外壁、屋根の基調色は
低彩度及び中・高明度

軒高、屋根のスカ

イラインを揃える

玉川上水（緑・水辺の
保全・維持に配慮）

上水側の道路沿いは花木
等により生垣緑化

見通しに配慮した

橋詰めの景観づくり

良好な景観を阻害する
屋上広告物は原則禁止

建物のセットバックによ
り、圧迫感の軽減、ゆとり
あるまち並みの形成

壁面の分節による圧迫感の軽減

屋上・テラス等を花木等で緑化

外壁、屋根の基調色は
低彩度及び中・高明度

軒高、屋根のスカ

イラインを揃える

玉川上水（緑・水辺の
保全・維持に配慮）

上水側の道路沿いは花木
等により生垣緑化

見通しに配慮した

橋詰めの景観づくり

良好な景観を阻害する
屋上広告物は原則禁止

 

 

○（具体的な区域が指定されていない景観基本軸を対象とした施策の検討） 

これまでに具体的な区域の指定に至っていない景観基本軸については、施策内容が

検討されてきた都心東西軸を含め、景観マスタープランで示された考え方をできるだ

け具体化していくことが必要です。 

そのためには、未指定の景観基本軸を対象とした景観づくりに、区市町村が積極的

に取り組めるよう、都は広域的な視点から指導や助言、関係自治体間の調整を図るべ

きです。 

都は、自ら許認可を行う民間開発事業の適切な誘導や、公共事業との効果的な連携

を図ることにより、景観マスタープランに沿った取組を行う必要があります。 
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（１）ねらい 

臨海地域において、観光スポットなどを眺望地点と定め、都民はもとより、国内外

からの来訪者にとっても、魅力的な眺望景観を保全・創出する。 

 

（２）具体的取組 

・ 河川や運河沿いのテラスや橋梁、海上公園や水上バスルートなど、誰もが気軽に

訪れ、その眺望を容易、かつ効果的に得られる地域を対象に、都民等の意見を踏

まえて眺望地点を設定 

・ 地元の景観づくりに対する取組と連携し、色彩ガイドラインの策定や建築物など

の配置、屋外広告物の表示などに対する配慮基準を定め、眺望地点と併せて公表 

・ 大規模な開発については、都市開発諸制度の適用に合わせて眺望地点からの景観

配慮を要請 

・ 立地特性や規模等に応じて、景観の専門家など第三者の意見を参考にするなど、

開発計画のデザイン、色彩などを誘導 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施策の具体的な取組例５ 】 

海上の眺望地点を中心とした景観の形成 

【眺望地点のイメージ】 

４

３

２
１

庭園とその背景を含めた眺望を保全

・庭園内の緑に配慮した色彩
・庭園に向いた屋上広告の規制
など

ランドマークを中心とした眺望を保全

勝鬨橋
かちどきばし

レインボーブリッジ 造船所のドック跡地を活用した開発
（整備イメージ）

・ランドマークを前景とする魅力的な夜景への配慮
・ランドマークを際立たせるような建築物の色彩・デザイン など

水辺を生かした開発の誘導

１

２ ３ ４

４

３

２
１

庭園とその背景を含めた眺望を保全

・庭園内の緑に配慮した色彩
・庭園に向いた屋上広告の規制
など

ランドマークを中心とした眺望を保全

勝鬨橋
かちどきばし

レインボーブリッジ 造船所のドック跡地を活用した開発
（整備イメージ）

・ランドマークを前景とする魅力的な夜景への配慮
・ランドマークを際立たせるような建築物の色彩・デザイン など

水辺を生かした開発の誘導

１

２ ３ ４
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垣柵を植栽に変更して、電線・電柱を取り除き、ヤシを植栽

 

（１）ねらい 

亜熱帯海洋島・小笠原において、都民の共有財産であり世界的にも希少で豊かな自

然環境と調和した魅力ある景観の創出に、村や村民とともに取り組み、併せて、観光

を中心とした地域振興を図る。 

 

（２）具体的取組 

・ 生活・観光拠点の父島・母島において、世界自然遺産登録を見据え、都と村によ

る検討・調整の場を通して地域づくりの基本的方向を検討 

・ こうした場を活用し、自然環境の保全と地域振興が両立できる地域づくりに向け

取り組む 

・ 島の玄関口となる港周辺や集落内の沿道、観光スポットなどを対象に秩序ある土

地利用を誘導し、公共施設も含め、自然や周辺環境と調和した景観を形成 

・ 特に、街づくりの機運が芽生えている父島二見港周辺では、公共施設のデザイン、

沿道建築物の高さ、色彩、デザイン、屋外広告物、接道緑化等についてルールを

検討し、自然や街並みと調和した景観を誘導 

 

 

 

      

【施策の具体的な取組例６ 】 

小笠原の地域振興と自然景観の保全 

現状の街並み（西町）

海から見た景観に配慮 

小笠原らしい街並みを創出 

【景観誘導のイメージ】 
誘導前のイメージ 

（奥村地区） 

（西町・東町地区）

誘導後のイメージ
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（４）公共事業等と連携した地域の景観づくり 
● 提 言  

 

 

◎（公共事業に合わせた地域の景観づくり） 

幹線道路や鉄軌道、河川・運河の護岸などの公共施設は、都市空間の中で景観を構

成する大きな要素です。 

公共事業により事業区域周辺の土地利用が更新される機会を捉え、都は、地元区市

町村に対し、地域のまちづくりへの取組を促すことが重要です。区市町村は、公共事

業施行者や地元住民と積極的に連携・協力し、良好な景観形成を図っていくことが望

まれます。また、地域で合意した景観づくりのルールが都市計画や屋外広告物条例の

活用により担保されるよう、都は、積極的に区市町村を支援することが必要です。 

さらに、都は、公共施設の管理者と地元区市町村が互いに連携・協力し、将来にわ

たって良好な景観の形成を図れるよう支援していくことが重要です。 

（具体的な取組例７） 

 

◎（公共サインや屋外広告物などにおける景観配慮） 

東京の公共サインは、来訪者はもとより、都民にとっても分かり易さの配慮が十分

といえず、雑然とした景観の一因となっています。都民への分かり易さや観光まちづ

くりの視点、統一感のある街並みの形成を図る観点から、公共サインのデザインや色

彩、文字の表示などについて検討する必要があります。 

また、地域の顔となる区域において、屋外広告物条例に基づく地域ルール（注１８）の適

用を普及させるため、都は、情報提供や技術的支援などを通じて区市町村による地域

のまちづくりを促すべきです。 

さらに、ラッピングバスなど動く広告媒体は、街並みの景観に大きな影響を与えま

す。都民などの意向の把握に努め、街並み景観との調和が図れるよう、フォローアッ

                                                         
（注１８） 地域ルール：各地域の景観特性にきめ細かく対応していくため、特定の区域における地権者等は、都の方針に即して、当

該区域の広告物のルールを定めることができる。 

道路や河川、鉄軌道などの公共施設は、都民生活や企業活動等に直接利便性・快適

性をもたらします。また、長期にわたって利用されることから、地域の景観づくりに

対し、大きな役割を担っています。特に、都が行う公共事業は、大規模で広域にわた

るとともに、周辺地域における土地利用転換や街区の変更を伴うことが多く、地域の

景観に大きな影響を与えます。 

今後、公共事業の実施に当たっては、機能性、経済性及び安全性などの視点と同様

に、今まで以上に景観への配慮を重視する必要があります。地域特性を生かして、公

共空間と建築物等の民有地の空間が一体となった、統一感のある景観形成を図ること

が望まれます。 
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プしていくことが重要です。併せて、新たな媒体を使用する屋外広告物の取扱い等に

ついても、個々に対応するのではなく、景観面への影響を踏まえ、屋外広告物の総量

を適切にコントロールするなど、総合的な視点から検討を行っていくことが望まれま

す。                           （具体的な取組例８） 

 

○（公共事業の景観づくり指針の積極的な活用） 

「公共事業の景観づくり指針」は、景観への配慮に関する内容が網羅的・抽象的で

あるために、具体的な事業化の段階で十分活用されているとは言えません。 

このため、都は、景観配慮事項の客観化、具体化を図り、公共事業者にとって活用

しやすい指針とする必要があります。また、事業の計画段階から景観への配慮を明確

にすることは、都民の理解と協力のもとに公共事業を円滑に進めていくためにも重要

です。 

さらに、公共事業の実施に合わせ、周辺のまちづくりに取り組む区市町村に対して

も活用しやすい指針としていく必要があります。 

 

○（大規模構造物における景観配慮） 

高速道路のジャンクションなど大規模構造物は、広域的な都市基盤として機能を発

揮するために必要不可欠な施設ですが、一方で、その立地特性や規模等から地域の景

観に大きな影響を与えます。こうした施設の事業化に当たっては、環境対策と同様に

事業の計画段階から景観への配慮について検討することが望まれます。 

そのため、「公共事業の景観づくり指針」の内容を客観化・具体化し、これを活用す

ることで景観に配慮した計画を実現していく仕組みについて検討すべきです。また、

必要に応じて、景観の専門家など第三者の意見を参考にし、景観への配慮を行ってい

くことも重要です。 

 

○（電線類地中化の推進） 

電線類の地中化は、景観形成に関して都民の関心が高い事業です。都内では、都心

などの幹線道路を中心に事業が進められており、これをさらに推進することが求めら

れています。しかし、住宅街などにおける電線類の地中化は、埋設スペースや事業費

の確保が困難なことから、なかなか進んでいません。 

幹線以外の道路を対象とする電線類の地中化については、例えば、都が土地区画整

理事業を行う機会などを捉えて、都・地元区市町村・電線管理者など関係者間で連携

して検討していくことが望まれます。これに合わせ、都は、面的に地中化を推進する

ため、国庫補助金の対象となる要件の拡大や財源の確保について、国に対し強く要望

していくことが必要です。 
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（１）ねらい 

幹線道路の整備により、沿道の土地利用が更新される機会を捉えて、道路空間と沿

道の土地利用が調和した統一感のある美しい街並みを形成する。 

 

（２）具体的取組 

・ 都は、例えば、豊島区南池袋地区、府中所沢・鎌倉街道沿道地区など、幹線道路

の整備に合わせ沿道のまちづくりが見込まれる地域を対象に、建築物の高さや色

彩、屋外広告物の表示など、まちづくりのルールづくりを働きかけ 

・ 地元区市町村と連携し、街区再編まちづくり制度（注１９）、街並みデザイナー制度（注

２０）、屋外広告物条例の活用などを通じて、地域住民が主体となった取組を支援 

・ 地元区市町村等に対して、再開発等促進区を定める地区計画（注２１）、景観地区など

の都市計画や街並み景観ガイドラインの策定を促して、まちづくりのルールの担

保を図り、道路空間と一体となった沿道の景観づくりを誘導 

 

                                                         
（注１９） 街区再編まちづくり制度：p28 脚注参照 
（注２０） 街並みデザイナー制度：p28 脚注参照 
（注２１） 再開発等促進区を定める地区計画：p28 脚注参照 

【施策の具体的な取組例 ７ 】 

都市計画道路整備に合わせた沿道景観づくり 

【沿道まちづくりの連携イメージ】 

要請

区市町村

調整

・土地利用、景観づくり方針
・建築物、屋外広告物ルール
・公共施設維持管理の協力体制

地区計画等によるルールの担保

要請

道路事業施行者

・公共事業の景観づくり指針への適合
・地域特性を踏まえた事業推進

円滑な事業推進

より良いまちづくり

・景観マスタープラン
・公共事業の景観づくり指針

広域的な景観づくり

住民
・用途・容積など適切な土地利用
・街区再編まちづくり制度
・街並みデザイナー制度

都

良好な沿道景観のイメージ

連絡調整

要請

区市町村

調整

・土地利用、景観づくり方針
・建築物、屋外広告物ルール
・公共施設維持管理の協力体制

地区計画等によるルールの担保

要請

道路事業施行者

・公共事業の景観づくり指針への適合
・地域特性を踏まえた事業推進

円滑な事業推進

より良いまちづくり

・景観マスタープラン
・公共事業の景観づくり指針

広域的な景観づくり

住民
・用途・容積など適切な土地利用
・街区再編まちづくり制度
・街並みデザイナー制度

都

良好な沿道景観のイメージ

連絡調整
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（１）ねらい 

都や区市町村、公共的団体が設置する公共サインのデザイン、表示などに統一感を

持たせ、都民はもとより来訪者に対しても分かりやすい都市づくりを進めていく。 

 

（２）具体的取組 

○公共サイン指針の策定と活用 

・ 公共サインの設置者や管理者、商店街などの地元団体による調整の場を設け、デ

ザインの統一や分かりやすさについて検討し、指針として取りまとめ 

・ 公共施設管理者が異なる場合であっても、指針を活用し、連携のもとに統一感の

ある公共サインの設置を促進 

○モデル地区における重点的な取組 

・ 浅草・両国地区など、都の観光施策として重要な地区をモデル事業の対象として、

地域特性を踏まえた統一感のある公共サインを整備、誘導し、良好な景観形成を

実現 

 

【取組のイメージ】

【公共サインを統一する視点】

「公共サインデザイン指針」（仮称）「公共サインデザイン指針」（仮称）

各サインの設置者・管理者を誘導各サインの設置者・管理者を誘導 観光まちづくり上重要な地区での観光まちづくり上重要な地区での
公共サインの統一公共サインの統一

イメージ（浅草地区）

標準デザインを規定
例）駐車場案内標識

普普 及及 観光案内標識

わかりやすい体系わかりやすい体系円滑に案内誘導できる表示円滑に案内誘導できる表示 地域らしさの演出地域らしさの演出

●●公共サインの指針づくり公共サインの指針づくり ●●モデル地区における取組モデル地区における取組

公共事業者・
管理者

交通管理者 観光協会・
商店会等

多様な公共サインの設置者多様な公共サインの設置者
による検討の場を設置による検討の場を設置

【施策の具体的な取組例 ８】 
公共サインの指針づくりによる統一感のある景観の誘導 



 28

第４章 施策の具体化に向けた体制づくり（注１ 

 

１ 都の役割と区市町村との連携 

 

（１）景観づくりにおける都の役割 

 都は、都及び区市町村が景観に配慮したまちづくりを進めていくための指針とし

て、平成６年に景観マスタープランを公表しています。平成９年には地方自治法に基

づく景観条例を制定し、２以上の区市町村にまたがり景観づくりの基軸となる地域を

景観基本軸に指定するなど、東京を特徴づける地形や自然を生かした景観づくりを図

ってきました。また、都心部の機能更新等を通じて、風格ある国際ビジネスセンター

の形成など、広域的な景観づくりに取り組んできました。 

 現在、区市町村において、景観条例を制定し、景観誘導を行っている自治体は８区・

４市に留まっていますが、景観法の施行を機に、新たに景観行政に取り組む意向を示

す自治体もみられます。 

 これまで都は、区市町村が景観条例を検討する場合には、技術的な支援や景観基本

軸における取組の継承などに努めてきました。今後とも区市町村による地域特性を生

かした景観づくりに対し、広域的な施策との整合を図りつつ、支援していくことが望

まれます。 

 また、都自らは、一つの区市町村を超える景観形成とともに、都市計画などの許認

可を通じて首都にふさわしい風格ある都市づくりの推進など、東京全体からみて広域

調整が必要な課題への取組を強化すべきです。さらに、文化財庭園等の周辺の景観誘

導や公共サインの統一などをモデル的に実施し、その実績・効果等を踏まえて、区市

町村に同様の取組を促していくことが重要です。 

 

（２）東京全体としての施策の整合性 

 景観には、身近な地域から眺望など広域に及ぶものまで、様々な対象があります。

東京は市街地が広範囲にわたっており、沿道の街並みなどは行政界を超えて連続して

います。政治、経済、情報等の中心である首都として、一地域の景観が東京や日本を

代表する景観とみられる場合もあります。このため、都市全体として良好な景観を形

成していくためには、施策の対象範囲と目的等に応じて、広域的自治体である都と住

                                                         
（注１９） 街区再編まちづくり制度：平成 15 年 3月に、東京のしゃれた街並みづくり推進条例が制定され、同年 10 月より施行と

なっている。地域の創意工夫を活かした、個性豊かで魅力のある街並みを形成していく制度として、①街区再編まちづ

くり制度②街並み景観づくり制度③まちづくり団体の登録制度が創設された。 

街区再編まちづくり制度の概要：「http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/fop_town/index.html」参照。 
（注２０） 街並みデザイナー制度：地元のまちづくり協議会や地元区市町村が中心となり、専門家である街並みデザイナーととも

に、地域特性を活かした街並みづくりを自主的に進めていくことができる制度。 
街並み景観づくり制度の概要：「http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/fop_town/syare02.htm」参照。 

（注２１） 再開発等促進区を定める地区計画：工場跡地や農地などの低・未利用地において、道路や公園などの都市基盤と建築物

の一体的な整備により、大規模な土地利用の転換を図り、土地の有効利用、老朽化した住宅団地の建替えなどの開発誘

導を目的とする。都市計画法に基づく地区計画。 
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民に身近な区市町村との間で適切な役割分担が必要です。 

 また、景観形成と密接な関係にある都市計画や建築行政の許認可などの事務につい

て、区部では、計画規模等に応じ都・区双方が役割分担しています。一方、多摩部で

は、一部の自治体を除き、都が建築行政や開発許可行政を担っています。 

 東京における景観づくりの推進に当たっては、こうした大都市の実態、景観に関連

する制度の役割分担などを踏まえた上で、施策の整合性を確保するため、区市町村と

連携・協力しつつ施策を効果的に実施していく必要があります。 

 

（３）景観法の活用に関する区市町村との調整 

 現在、都が都内全域について景観法に基づく景観行政団体になっていますが、区市

町村は都と協議し、同意を得ることにより、自らの行政区域について、景観行政団体

になることができます。 

 区市町村が、景観行政団体となる意向を示した場合は、例えば、 

・東京全体の都市づくり政策、景観形成の方向との整合性の確保 

・これまでの都の景観施策、今後の取組との連携・協力 

・都市計画法、建築基準法などに基づく許認可との連携・協力 

・都の実施する公共事業に合わせた地域の景観づくりの取組 

などについて、区市町村と十分調整を図ることが必要です。 

 また、各区市町村が景観行政団体として景観条例を制定する場合には、都及び関係

自治体との連携・協力義務、自治体の行政区域を超えた、より広域的な範囲からの眺

望の配慮などについて、条例の共通理念として条文化することが望まれます。 

 さらに、区市町村が景観計画を策定する場合に、都は区市町村との間で、その独自

性・主体性を尊重しつつ、協議・調整を行うことのできる仕組みを検討すべきです。 

 

（４）景観条例の改正 

 東京は、民間の建設活動が広範囲にわたり活発に見られ、市街地の景観が常にダイ

ナミックに変化しています。都がこれまで景観基本軸において実施してきた届出制度

のように、一定の基準を設定し、景観を誘導するだけでは必ずしも十分とは言えませ

ん。都市づくりの機運と連動させながら、地域特性を踏まえた景観形成を柔軟に図っ

ていくことが重要です。 

 このため、都は、これまで実施してきた届出制度のあり方について見直し、景観法

に基づく景観計画制度を活用するなど、指導・勧告に実効性を持たせることが重要で

す。また、都市計画や建築行政の許認可と景観誘導の仕組みとの連動や、観光まちづ

くりや自然保護など都市づくりに関連する他の施策と連携した施策など、景観法に基

づかない都独自の取組についても実施すべきです。 

 こうしたことから、景観法を活用した取組と、都独自の取組を一体的に運用できる

よう、東京の都市づくり活動等の実態を踏まえ、現行の景観条例を改正すべきです。 
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２ 地域の景観づくりに対する支援 

 

（１）区市町村と連携した景観保全の強化 

 都はこれまで、隅田川沿岸、国分寺崖線など、複数の区市町村にまたがる地域を景

観基本軸に指定し、望ましい景観の誘導を重点的に行ってきました。 

 今後、景観基本軸の区域などを対象に関係自治体と連絡調整の機会を設けるなど、

一つの行政区域を超えて、広域的な観点から自治体間の施策の整合性を確保していく

ことが重要です。こうした取組を踏まえ、都は、区市町村に地区計画や景観地区の活

用を促すなど、地域の意向を尊重しつつ、自然景観を生かした景観づくりについて、

よりきめ細かな対応を行っていく必要があります。 

 

（２）農のある風景の保全 

 都市化の進展に伴い、東京に残されてきた農地は宅地化され、年々減少しています。

市街地に存在する農地は、地域住民に快適な環境を提供し、うるおいや安らぎを与え

るなど、地域の魅力を高める景観として見直されています。 

 都は区市に対して、市街化区域内（注２２）の農地で、良好な環境の確保に効果がある

ものを生産緑地地区（注２３）として都市計画に定め、都市部に残る農のある風景を積極

的に保全していくよう、働きかけていくべきです。 

 また、広く都民の参加を得て、農のある風景の意義を啓発している民間団体につい

ても、支援をしていくことが望まれます。 

 

（３）富士山への眺望の保全 

 都内には、「富士」の名のつく坂、町、通りが多いように、富士山は古くから人々

に親しまれてきた東京の重要なランドマークです。しかし、高層ビルの出現などによ

り、富士山を眺望できるところは、徐々に限られてきています。 

 都は、「景観マスタープラン」で示した富士山の眺望地点などを参考に、区市町村

に対して、富士山を望める場所の保全や眺望を楽しめる場所の整備などを促し、日本

の象徴である富士山の見える風景を、東京の景観の中に取り戻していくことが望まれ

ます。 

 なお、一つの区市町村を超えて広域的な調整が必要な事項については、都が主体と

なり、関係する区市町村と連携・協力を図っていくことが必要です。 

 

                                                         
（注２２） 市街化区域：都市計画法に基づく都市計画区域のうち、市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形

成している区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域をいう 
（注２３） 生産緑地地区：市街化区域内の農地について、その緑地機能を評価し、将来にわたる計画的なまちづくりを推進する観

点から都市計画に定める地域地区 
 



 31

（４）地域ルール等による屋外広告物の誘導 

 平成 17 年 10 月に改正屋外広告物条例が施行され、地域ルールによる屋外広告物

の誘導が可能となりました。 

 例えば、同じ商業地域であっても、表参道と柴又（帝釈天）では街の表情が異なり

ます。屋外広告物の誘導を通じて、こうした地域の個性をより効果的に発揮できるよ

う、都は、屋外広告物の事務を移譲している自治体に対し、地域ルールや地区計画の

活用を働きかけることが重要です。また、今後とも、街並みデザイナーの派遣などに

より、地域の取組を支援していくことが望まれます。 

 

（５）建築協定と合わせた地区計画等の活用 

都内には、住宅地などの開発の際に、建築物や敷地について建築協定を結び、良好

な景観を維持している地域が数多くあります。しかし、年月を経て、協定の有効期間

が切れたり、相続時に協定が守られなくなるなど、協定だけでは良好な景観を維持で

きなくなる事例が見受けられます。区市町村は、新たな開発予定区域のみならず、現

に建築協定が結ばれている区域も対象として、地区計画や景観地区などの都市計画を

活用し、良好な景観形成を担保していく取組が望まれます。 

都は、こうした区市町村による取組に対し、技術的な助言や支援等を行っていく必

要があります。 

 

３ 都庁内の推進体制 

 

この答申で提言した考え方に基づき、効果的に施策を実施していくためには、景観

を担当する組織のみで対応するのではなく、景観形成と関連する業務を所管する部署

と連携・協力していくことが重要です。例えば、大規模開発の調整、観光まちづくり、

道路、港湾、公園、都営住宅などの公共・公益施設の計画・施工・管理、自然保護な

どを所管する部署と連絡・調整する場を活用することが望まれます。 

今後、建築行為等を対象とした事前届出制度について実効性の面から向上を図ると

ともに、都市づくりと連動した景観づくりを多面的に展開することにより、美しく、

魅力とにぎわいのある国際都市東京を創造していくことが求められます。 
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資 料 編 

 

１ 「中間の取りまとめ」に対する都民意見等の概要と答申の考え方 

昨年 11 月 14 日に「中間の取りまとめ」を公表するとともに、広報東京都、インタ

ーネット等により意見募集を行い、40 件のご意見が寄せられました。 

また、区市町村や民間事業者に対しても、東京都が審議会事務局として意見照会を

行っています。 

ここでは、主な意見の概要と、それに対する答申の考え方を紹介します。 

 

（１）意見募集の結果 

募集期間 平成 17 年 11 月 15 日から同年 12 月 15 日まで 

意見総数 合 計 ７７通 

（内訳） 一般都民等 ４０通 

 区 市 町 村 ３２通 

 民間事業者  ５通 

 

（２）主な意見の概要と答申の考え方 

 

 

 ●「景観づくりの目標（第１章）」について 

・ 都の施策の方向性よりも、10 年後、20 年後の国際都市東京のあるべき姿、グランドデザ

インを審議会の提言として示すべきである。 

本答申は、「東京の新しい都市づくりビジョン」や「都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針」に示された長期的な視点に基づく都市づくりの目標を実現するため、今後の景観施策の

あり方について提言しています。また、東京全体としての景観形成のあるべき姿等については、

「東京都都市景観マスタープラン」に示されており、これらは、都や区市町村が景観施策を進

める上での基本的な考え方となっています。 

 

・ 都市活力の維持と良好な景観形成の両立が必要であり、そのような視点から景観づくりを

進めていく必要がある。 

 国際競争力を備えた魅力ある東京を実現するためには、都市再生を推進する中で良好な景観

を形成していくことが不可欠です。都市機能の更新機会を捉えて、美しい景観をつくり出して

いくため、「首都東京を代表する建造物の眺望の保全」や「大規模プロジェクトにおける景観

配慮」などについて提言しています。 

 

 

上段：都民等の意見 

下段：答申の考え方 
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●「これまでの景観行政の取組と課題（第２章）」について 

・ 景観に関する視点が大きすぎるか小さすぎるかで、その中間のきめ細かい部分が抜けてい

る。 

景観には、住宅地など都民に身近な街並みの景観や、河川や丘陵地など広域にわたる景観、

東京や日本を代表する拠点的な景観など、様々なレベルがあります。 

本答申は、一つの区市町村の区域では捉えられない広域にわたる景観や、東京や日本を代表

する景観などに焦点を当て、施策の方向性等について提言しています。 

 

●「今後の景観行政における政策課題と施策の方向性（第３章）」について 

・ 景観への配慮基準や規制内容などについて、事前明示性を高めるなど、透明性・客観性の

ある枠組みの提示が必要である。 

・ 景観への配慮については、専門家など第三者を入れた組織を設置し、審議・審査する必要

があると考える。 

・ 産学官の共同による中立性を保った景観評価手法を開発していく必要がある。 

今後の景観施策の実施に当たっては、景観への配慮基準などについて客観化を図り、都民や

開発事業者等に対して事前に十分な周知を図っていくことを提言しています。また、立地特性

や規模等に応じて、景観や歴史の専門家など第三者の意見を参考にする仕組みを検討し、透明

性・客観性を高めていく必要があるとしています。 

 

・ 景観施策への都民参加・参画や、都民との協働という視点が欠落している。景観の持つ意

義を啓発するなど、都民の参加や関与を促進・支援する方策に力点を置く必要がある。 

今後の景観施策の実施に当たっては、都民等の意向を把握するよう努めるとともに、規制等

を伴う場合は、その内容等について事前に十分周知していくことが必要です。また、地域にお

ける身近な景観づくりについては、地区計画や景観地区の策定主体である区市町村が中心とな

り、都民や関係する民間事業者等とともに検討していくことが望ましいとしています。都は、

これらの取組に対し、技術的な支援等を行っていくことを提言しています。 

 

・ 広域的な視点で景観づくりに取り組んでいく都の役割として、もっと人々への理解や議論

を呼び起こすため、景観づくりの見本となるようなモデル地区での整備を行っていくこと

が必要である。 

具体的な取組例の中で地名や建造物名等を挙げ、景観誘導の手法等について示しています。

「文化財庭園等の周辺の景観誘導」や「公共サインの指針づくりによる統一感のある景観の誘

導」などで、モデル的な取組を提言しています。 
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・ 屋外広告物についてゾーニング規制とデザイン規制を徹底してもらいたい。また、デザイ

ンについて審査を行った上で、掲出の許可をするようにしてもらいたい。 

屋外広告物は、街並みの重要な構成要素であり、景観に大きな影響を与えます。良好な景観

形成を図るためには、屋外広告物条例に基づく地域ルールの活用や、公共サインの統一、新た

な媒体を使用した屋外広告物の取扱い等について検討を行うことが必要です。 

また、大規模開発における屋外広告物表示の配慮や、具体的な取組例として、「公共サイン

の指針づくりによる統一感のある景観の誘導」を提言しています。 

 

○美しさと風格を備えた都市空間の形成 

・ 東京を緑豊かな都市にするため超高層ビルの建設を推進する。 

・ 歴史的建造物の保全も重要な視点だが、都市機能の更新に合わせて新しい都市景観をつく

り出す視点も重要である。 

国際競争力を備えた魅力ある東京を実現するため、都心部の機能更新の機会を捉えて、美し

い都市景観をつくり出していくことが重要です。歴史や文化の蓄積を生かした緑豊かで風格あ

る都市景観の形成を目的として、「大規模プロジェクトにおける景観配慮」など取り組むべき

施策の方向性を提言しています。 

 

・ 総合設計制度の活用に当たっては、地区計画制度等を活用し、地域特性を踏まえた建築物

の高さ等の基準をつくる仕組みが必要である。 

・ 地域特性に応じた施策とすべきであり、数値による一律的な基準（高さ規制等）は避ける

べきである。 

景観面からも良好な建築物を誘導していくためには、地域性に考慮し、建築物の高さや色彩、

屋外広告物の表示などについて、計画段階から事業者と協議していくことが望まれます。 

また、総合設計制度の適用に当たっては、区市町村による地区計画の策定状況などを踏まえ、

都市計画マスタープランにおける位置づけ、用途地域・容積率の指定状況等に応じて建築物の

高さの目安となる基準を設定するなど、良好な景観を誘導する仕組みの構築を提言していま

す。 

 

○歴史・文化の継承と観光資源としての活用 

・ 古い文化の保存だけでなく、日本文化を継承する新しい景観を考えてほしい。 

・ 古い街並みや、緑、屋敷などの保存に努めるとともに、観光資源として活用していく視点

も必要である。 

・ 「国際都市東京」とするためには江戸の風情や下町の良さ等地域独特の景観が重要視され

るべきである。 

大名屋敷跡を引き継ぐ大規模公園・緑地や近代化の過程で築かれ現存する歴史的建造物など

について、保全策を強化するとともに、観光資源としての活用を図っていくことを提言してい

ます。 
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○景観の骨格となる緑や水辺の保全・再生 

・ 個の景観を線から面へとつなげていくような景観のネットワークを考える必要がある。 

・ 私有地の小さな緑についても、その価値を尊重し、守り育てる制度を構築すべきである。

都内に点在する公園・緑地をつなぐ河川・幹線道路等の公共施設における緑化の推進や、周

辺の民有地における緑の計画的な保全・創出など、大きな水と緑のネットワークを意識した景

観づくりに取り組んでいくことを提言しています。 

 

・ 隅田川にかかる勝鬨橋などを観光資源として活用すべきである。 

勝鬨橋など歴史的建造物に選定されている橋は、水辺の景観に風格を与え、観光上も重要な

ランドマークです。このため、主要な眺望地点を定め、そこからランドマークの背景となる地

域の建築物等ついて景観上配慮すべき基準を定め、眺望地点からの景観配慮を要請するなど、

良好な景観を誘導していくことを提言しています。 

 

○公共事業と連携した地域の景観づくり 

・ 都市計画道路とその沿道地域が一体となった街づくりを積極的に誘導し、世界を代表する

都市景観を創造していく必要がある。 

・ 幹線道路沿道の建物高さ規制、外観の統一、色彩の統一などを図っていく必要がある。 

都は、幹線道路の整備に合わせ沿道のまちづくりが見込まれる地域を対象に、建築物の高さ

や色彩、屋外広告物の表示などについてまちづくりのルールづくりを働きかけるなど、道路空

間と沿道の土地利用が調和した統一感のある街並みを形成していくことを提言しています。 

 

・ 目標やルールの策定に当たっては、個々の区市町村の考え方がまちまちとならないよう、

検討段階から都が加わって調整すべきである。併せて、景観づくりに関与する民間事業者

（企業）と協調して推進することも必要である。 

東京全体として良好な景観形成を進めていくために、都は、広域的な視点に立ち、東京にお

ける景観施策を牽引していくことが重要です。このため、区市町村が広域にわたる景観を施策

の対象とする場合には、関係自治体相互の取組に整合が図られるよう、都は区市町村に対する

調整、支援を積極的に行うことや、また、事業の実施に当たっては、計画段階から事業者を含

む関係者と十分協議し、良好な景観を誘導していくことを提言しています。 

 

・ 幹線道路だけではなく、住宅街などの道路についても電線類を地中化し、電柱を撤去して

もらいたい。 

電線類の地中化は、都民の関心が高い事業です。現在、都心などの幹線道路を中心に事業が

進められていますが、それ以外の道路についても区市町村や電線類管理者などと連携し、検討

をしていくことを提言しています。 
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●「施策の具体化に向けた体制づくり（第４章）」について 

○都の役割と区市町村との連携 

・ 景観行政団体への意向のある区市町村の取組を推進するとともに、都は速やかに協議・同

意すべきである。 

・ 景観行政団体になる旨の市区町村の協議・同意を積極的かつ速やかに対応することを明記

すべきである。 

・ 都は区市町村に対し積極的に景観行政団体となることを働きかけるべきである。 

区市町村が景観行政団体となる意向を都に示した場合は、東京全体の都市づくり政策、景観

形成の方向と整合性の確保やこれまでの都の景観施策、今後の取組との連携・協力などについ

て、区市町村と十分調整を図ることを提言しています。 

 

・ ２３区を１つの景観計画区域として高さ制限を含む景観計画を都が策定すべきである。 

・ 景観法を活用し、強制力のある景観形成政策を積極的に進めるべきである。 

景観法の活用について、都と区市町村は、互いに齟齬なく、施策を効果的に行えるよう、十

分協議・調整を行い、適切な役割分担に応じて施策を推進していくことを提言しています。 

 

・ 地元自治体などによる地域での取組も重要だが、広域的な景観づくりに取り組む都の役割

も重要である。 

・ 広域自治体である都が景観づくりの大枠をつくり、区市町村がその枠のなかで独自性を発

揮していくことのできる仕組みづくりが必要である。 

・ 行政境で景観の不統一が生じないよう、都が基本的な枠組み、方針を示すことが必要であ

る。 

・ 都は、各地域の個性ある街並みや歴史的景観を守るため、自治体に任せるばかりでなく、

後押しすることも必要である。 

一つの区市町村を超える景観形成とともに、都市計画などの許認可を通じて首都にふさわし

い風格ある都市づくりを推進するなど、東京全体からみて広域調整が必要な課題への取組の強

化を提言しています。また、都は、区市町村による地域特性を生かした景観づくりに対し、広

域的な施策との整合を図りつつ支援すること、東京における景観づくりの推進に当たっては、

施策の整合性を確保するため、区市町村と連携・協力しつつ施策を効果的に実施していく必要

があるとしています。 
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○地域の景観づくりに対する支援 

・ 住宅地の住環境、及び自然環境に対する取組がほとんど見られない。東京を経済活動の場

であるという視点を優先するあまり、人々の生活の場であるという視点が欠落している。

・ 都心部の再開発ではなく、住民の安全や健康など生活に密着した地域の景観づくりに方向

転換すべきである。 

・ 地域の個性が生かされる街づくりをするため、地域に住む人たちの声が反映しやすいシス

テムづくりが必要である。 

・ 住民に身近な景観は、区市町村が住民と一体となって取り組み、広域的な部分は、都を中

心に関係区市町村が連携して進めていくことが重要である。 

都は広域的な自治体として、一つの区市町村を超えるような景観づくりなど、東京全体から

見て広域調整が必要な課題への取組を強化すべきと提言しています。一方、都民にとって身近

な景観づくりは、区市町村による地域に根ざした取組が効果的であるとし、都は、その取組を

支援していくこととしています。 

 

・ 多摩地区の田園風景を大切にし、高層マンションを許可しないでほしい。 

・ 農地・里山など自然環境を保全していく仕組みづくりが必要である。 

都市に存続する農地は、地域住民に快適な環境を提供し、うるおいや安らぎを与える景観で

あるため、積極的に保全していく必要があります。 

そのため、地域特性に応じて景観への配慮基準を客観化・重点化し、景観誘導を図っていく

ことを提言しています。 

 

・ 日暮里の「富士見坂」など、「見られる」対象だけではなく、そこから「見る」資産につい

ても考えてほしい。 

・ 国分寺崖線から富士山を望む風景を保全すべきである。 

・ 眺望に係る土地所有者の税負担軽減などの支援策が必要と考える。 

都は、区市町村に対し、富士山を望める場所の保全や眺望を楽しめる場所の整備等について

促す一方、一つの区市町村を超えて広域的な調整が必要な事項については、都が主体となり、

関係する区市町村と連携・協力していくことを提言しています。 
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２ 東京都景観審議会諮問文 

 

 

１６都市建市第４２９号 

東 京 都 景 観 審 議 会 

 

東京都景観条例第４４条第 1項の規定に基づき、下記のとおり諮問する。 

 

平成１７年 1月２４日 

 

                    東京都知事 石原 慎太郎  

 

 

記 

 

 

１ 諮問事項 

   「東京における今後の景観施策のあり方について」 

 

２ 諮問理由 

 東京都は平成 9年に景観条例を制定し、景観の骨格となる丘陵地や崖線、河川

などにおいて建築・開発行為を適切に誘導するなど、東京を特徴づける地形や自

然の保全に努めてきた。また、都心の機能更新を進めながら、風格ある街並みを

生かしたまちづくりに取り組んできた。 

一方、都市再生を目的とする民間開発の推進等を通じて、都市の活力や利便性

がもたらされる中で、都心部の街並みは近年、その姿を大きく変えつつある。良

好な景観を形成するためには、民間開発の適切な誘導のみならず、公共空間の整

備と一体となった取組が重要であり、さらに、観光まちづくりの側面からも、景

観施策により地域の魅力を維持・向上していくことが求められている。 

東京都は、こうした社会経済情勢の変化に的確に対応し、景観法の施行など国

の動向をも踏まえつつ、実効性のある景観づくりを推進していく必要がある。 

 このような認識の下、これからの東京の景観施策のあり方について、貴審議会

のご意見をお示し願いたい。 
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３ 東京都景観審議会委員名簿 

 

 

◎：会 長 

○：副会長 
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（３名） 

    小松  敬 

    佐藤 美玲 

    花房 敦子 

足立区在住 

目黒区在住 

西東京市在住 

事業者 

（３名） 

    田中 常雅 

    佐藤 和男 

    稲垣  道子 

（商工部門） 

（都市開発部門） 

（設計部門） 
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（３名） 

    桑原 敏武 
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日野市長（東京都市長会） 

瑞穂町長（東京都町村長会） 
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４ 審議経過 

 

 

平成１７年 １月２４日 第２０回 東京都景観審議会 

・東京における今後の景観施策のあり方について（諮問） 

 

 

平成１７年 ６月２３日 第２１回 東京都景観審議会 

・多摩部など緑地における景観施策について 

・都心部など市街地における景観施策について 

・都の景観施策について 

 

 

平成１７年１０月２１日 第２２回 東京都景観審議会 

・公共事業と連携した景観づくりについて 

・東京における今後の景観施策のあり方について 

（中間の取りまとめ案） 

 

 

平成１７年１１月１４日 東京における今後の景観施策のあり方について 

中間の取りまとめを公表 

 

 

平成１７年１１月１５日 中間の取りまとめに対する都民意見等の募集 

～同 年１２月１５日 

 

 

平成１８年 １月３１日 第２３回 東京都景観審議会 

・東京における今後の景観施策のあり方について 

（答申） 




